
 

 

議案第１０６号 

 

   山陽小野田市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

山陽小野田市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  平成３０年１２月４日提出 

 

                  山陽小野田市長 藤 田 剛 二   

 

山陽小野田市都市公園条例の一部を改正する条例 

 山陽小野田市都市公園条例（平成１７年山陽小野田市条例第１６０号）の一

部を次のように改正する。 

 第１３条第１項及び第２項中「３か月」を「３月」に改め、同条第３項を削

る。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第１０条関係） 

１ 公園施設を設置し、又は管理する場合の使用料 

  区分 単位 金額   

公園施設の設置 １月につき 当該土地の価額の１０００分の６を超

えない額の範囲内で市長が定める額 

公園施設の管理 １月につき 当該施設の価額の１０００分の８を超

えない額の範囲内で市長が定める額 

備考 使用の期間が１月未満のとき、又はその期間に１月未満の端数があ

るときは、その月の日数に応じて日割計算により算出する。 

 

２ 都市公園を占用する場合 

  占用物件名 単位 使用料の額   

第１種電柱 １本につき１年 ３５０円 

第２種電柱 ５４０円 



 

 

第３種電柱 ７３０円 

第１種電話柱 ３２０円 

第２種電話柱 ５００円 

第３種電話柱 ６９０円 

その他の柱類 ３２円 

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メートル

につき１年 

３円 

地下電線その他地下に設ける線類 ２円 

変圧塔その他これに類するもの １個につき１年 ６３０円 

法第７条第１項第１号に規定するもので上

記以外のもの 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

６３０円 

水道管、下

水道管、ガ

ス管その他

これらに類

するもの 

外径が７０ミリメートル未満

のもの  

長さ１メートル

につき１年 

  １３円  

外径が７０ミリメートル以上

１００ミリメートル未満のも

の  

１９円  

外径が１００ミリメートル以

上１５０ミリメートル未満の

もの  

２８円  

外径が１５０ミリメートル以

上２００ミリメートル未満の

もの  

３８円  

外径が２００ミリメートル以

上３００ミリメートル未満の

もの  

５７円  

外径が３００ミリメートル以

上４００ミリメートル未満の

もの  

７６円  



 

 

外径が４００ミリメートル以

上７００ミリメートル未満の

もの  

１３０円  

外径が７００ミリメートル以

上１，０００ミリメートル未

満のもの  

１９０円  

外径が１，０００ミリメート

ル以上のもの  

３８０円  

郵便差出箱 １個につき１年 ２７０円 

公衆電話所 ６３０円 

競技会、集会、展示会、博覧会その他これ

らに類する催しのため設けられる仮設工作

物 

占用面積１平方

メートルにつき

１日 

当該土地の価

格の１０００

分の０．２を

超えない額の

範囲内で市長

が定める額 

標識 １本につき１年 ５００円 

警察署の派出所及びこれに附属する物件又

は天体、気象若しくは土地観測施設 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

６３０円 

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用

施設又は土石、竹木、瓦その他の工事用材

料置場 

占用面積１平方

メートルにつき

１月 

９６円 

業として行う映画撮影及び興行のための仮

設工作物 

１日につき ９，０００円 

備考 

１ 第１種電柱とは、電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同

じ。）のうち３条以下の電線（当該電柱を設置する者が設置するものに



 

 

限る。以下この号において同じ。）を支持するものを、第２種電柱と

は、電柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第３種電柱と

は、電柱のうち６条以上の電線を支持するものをいうものとする。 

２ 第１種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供する

電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。）のうち

３条以下の電線（当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下

この号において同じ。）を支持するものを、第２種電話柱とは、電話柱

のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第３種電話柱とは、電話

柱のうち６条以上の電線を支持するものをいうものとする。 

３ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は

電話柱に設置する電線をいうものとする。 

４ 占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが０．０１平方メート

ル若しくは０．０１メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しく

は長さに０．０１平方メートル若しくは０．０１メートル未満の端数が

あるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さ

を切り捨てて計算するものとする。 

５ 使用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が１年

未満であるとき、又はその期間に１年未満の端数があるときは月割りを

もって計算し、なお、１月未満の端数があるときは１月として計算し、

使用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が１月未

満であるとき、又はその期間に１月未満の端数があるときは１月として

計算するものとする。 

 

３ 第３条第１項に掲げる行為をする場合 

行為 単位 使用料の額 

行商、募金、その他これらに類する行為を

すること。 

１日につき ９９０円 

業として行う写真の撮影 １台 

１日につき 

９９０円 

 



 

 

業として行う映画撮影及び興行 １日につき ９，８８０円 

競技会、集会、展示会、博覧会その他これ

らに類する催しのために公園の一部を独占

して利用すること。 

１日につき ９，８８０円 

 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の山陽小野田市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に

使用許可したものから適用し、同日前に使用許可したものについては、なお

従前の例による。 
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議案第１０６号参考資料 

 

山陽小野田市都市公園条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（使用料の徴収） 

第１３条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占

用、第３条第１項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用

（以下「公園の使用」という。）の期間が３月を超えない場合

においては、公園の使用の許可の際、徴収する。 

２ 公園の使用の期間が３月を超える場合においては、前項の規

定によるほか、市長が定める方法によって使用料を納付するこ

とができる。 

 

（使用料の徴収） 

第１３条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占

用、第３条第１項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用

（以下「公園の使用」という。）の期間が３か月を超えない場

合においては、公園の使用の許可の際、徴収する。 

２ 公園の使用の期間が３か月を超える場合においては、前項の

規定によるほか、市長が定める方法によって使用料を納付する

ことができる。 

３ 使用料の額が月を単位として定められている場合において、

公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その

月の日数に応じて日割計算により算出する。 
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別表第２（第１０条関係） 
 
 

 

別表第２（第１０条関係） 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

単位

１か月に
つき

１か月に
つき

１　公園施設を設置し、又は管理する場合の使用料

区分 金額

公園施設の設置
当該土地の価額の１０００分の６を超えない
額の範囲内で市長が定める額

公園施設の管理
当該施設の価額の１０００分の８を超えない
額の範囲内で市長が定める額

単位 使用料の額

１，０００円

１，６００円

２，２００円

９３０円

１，５００円

２，１００円

７２円

１０円

５円

１個につき１
年

１，４００円

占用面積１平
方メートルに
つき１年

１，４００円

地下電線その他地下に設ける線類

変圧塔その他これに類するもの

法第７条第１項第１号に規定するもの
で上記以外のもの

占用物件名

第１種電柱 １本につき１
年

第２種電柱

第３種電柱

第１種電話柱

２　都市公園を占用する場合

第２種電話柱

第３種電話柱

その他の柱類

共架電線その他上空に設ける線類
長さ１メート
ルにつき１年

単位 使用料の額

３５０円

５４０円

７３０円

３２０円

５００円

６９０円

３２円

３円

２円

１個につき１
年

６３０円

占用面積１平
方メートルに
つき１年

６３０円

占用物件名

第１種電柱 １本につき１
年

第２種電柱

第３種電柱

第１種電話柱

第２種電話柱

第３種電話柱

その他の柱類

２　都市公園を占用する場合

共架電線その他上空に設ける線類
長さ１メート
ルにつき１年

地下電線その他地下に設ける線類

変圧塔その他これに類するもの

法第７条第１項第１号に規定するもの
で上記以外のもの

単位

１月につ
き

１月につ
き

１　公園施設を設置し、又は管理する場合の使用料

区分 金額

当該施設の価額の１０００分の８を超えない
額の範囲内で市長が定める額

公園施設の管理

当該土地の価額の１０００分の６を超えない
額の範囲内で市長が定める額

公園施設の設置

備考　使用の期間が１月未満のとき、又はその期間に１月未満の端数

　があるときは、その月の日数に応じて日割計算により算出する。
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１３円

１９円

２８円

３８円

５７円

７６円

１３０円

１９０円

３８０円

２７０円

６３０円

占用面積１平
方メートルに
つき１日

当該土地の価格の
１０００分の０．
２を超えない額の
範囲内で市長が定
める額

外径が７０ミリメートル未満
のもの

外径が７０ミリメートル以上
１００ミリメートル未満のも
の

外径が１００ミリメートル以
上１５０ミリメートル未満の
もの

外径が１５０ミリメートル以
上２００ミリメートル未満の
もの

外径が２００ミリメートル以
上３００ミリメートル未満の
もの

外径が３００ミリメートル以
上４００ミリメートル未満の
もの

水道管、
下水道
管、ガス
管その他
これらに
類するも
の

長さ１メート
ルにつき１年

外径が４００ミリメートル以
上７００ミリメートル未満の
もの

外径が１，０００ミリメート
ル以上のもの

外径が７００ミリメートル以
上１，０００ミリメートル未
満のもの

郵便差出箱 １個につき１
年

公衆電話所

競技会、集会、展示会、博覧会その他
これらに類する催しのため設けられる
仮設工作物

４８円

７２円

９５円

１９０円

４８０円

９５０円

６００円

１，４００円

占用面積１平
方メートルに
つき１日

当該土地の価格の
１０００分の０．
２を超えない額の
範囲内で市長が定
める額

郵便差出箱 １個につき１
年

公衆電話所

競技会、集会、展示会、博覧会その他
これらに類する催しのため設けられる
仮設工作物

長さ１メート
ルにつき１年

外径が０．１メートル以上
０．１５メートル未満のもの

外径が０．１５メートル以上
０．２メートル未満のもの

外径が０．２メートル以上
０．４メートル未満のもの

外径が０．４メートル以上１
メートル未満のもの

水道管、
下水道
管、ガス
管その他
これらに
類するも
の

外径が０．１メートル未満の
もの

外径が１メートル以上のもの
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１本につき１
年

１，１００円

占用面積１平
方メートルに
つき１年

１，４００円

占用面積１平
方メートルに
つき１か月

４４０円

１日につき
９，０００円

警察署の派出所及びこれに附属する物
件又は天体、気象若しくは土地観測施
設

標識

工事用板囲い、足場、詰所その他の工
事用施設又は土石、竹木、瓦その他の
工事用材料置場

業として行う映画撮影及び興行のため
の仮設工作物

１本につき１
年

５００円

占用面積１平
方メートルに
つき１年

６３０円

占用面積１平
方メートルに
つき１月

９６円

１日につき

９，０００円

標識

工事用板囲い、足場、詰所その他の工
事用施設又は土石、竹木、瓦その他の
工事用材料置場

業として行う映画撮影及び興行のため
の仮設工作物

警察署の派出所及びこれに附属する物
件又は天体、気象若しくは土地観測施
設

１　第１種電柱とは、電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同
　じ。）のうち３条以下の電線（当該電柱を設置する者が設置するものに
　限る。以下この号において同じ。）を支持するものを、第２種電柱と
　は、電柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第３種電柱と
　は、電柱のうち６条以上の電線を支持するものをいうものとする。

２　第１種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供する
　電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。）のうち
　３条以下の電線（当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下
　この号において同じ。）を支持するものを、第２種電話柱とは、電話柱
　のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第３種電話柱とは、電話
　柱のうち６条以上の電線を支持するものをいうものとする。

３　共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は
　電話柱に設置する電線をいうものとする。

４　占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが０．０１平方メート
　ル若しくは０．０１メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しく
　は長さに０．０１平方メートル若しくは０．０１メートル未満の端数が
　あるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さ
　を切り捨てて計算するものとする。

５　使用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が１年
　未満であるとき、又はその期間に１年未満の端数があるときは月割を
　もって計算し、なお、１月未満の端数があるときは１月として計算し、
　使用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が１月未
　満であるとき、又はその期間に１月未満の端数があるときは１月として
　計算するものとする。
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１　第１種電柱とは、電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同
　じ。）のうち３条以下の電線（当該電柱を設置する者が設置するものに
　限る。以下この号において同じ。）を支持するものを、第２種電柱と
　は、電柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第３種電柱と
　は、電柱のうち６条以上の電線を支持するものをいうものとする。

２　第１種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供する
　電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。）のうち
　３条以下の電線（当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下
　この号において同じ。）を支持するものを、第２種電話柱とは、電話柱
　のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第３種電話柱とは、電話
　柱のうち６条以上の電線を支持するものをいうものとする。

３　共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は
　電話柱に設置する電線をいうものとする。

４　占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが１平方メートル若し
　くは１メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに１平
　方メートル若しくは１メートル未満の端数があるときは、１平方メート
　ル又は１メートルとして計算するものとする。

５　使用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が１年
　未満であるとき、又はその期間に１年未満の端数があるときは月割を
　もって計算し、なお、１か月未満の端数があるときは１か月として計算
　し、使用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が１
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備考

単位 使用料の額

１日につき ９９０円
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これらに類する催しのために公園の一
部を独占して利用すること。
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行商、募金、その他これらに類する行
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業として行う写真の撮影 ９９０円

３　第３条第１項に掲げる行為をする場合
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部を独占して利用すること。

行為
行商、募金、その他これらに類する行
為をすること

業として行う写真の撮影 ９９０円

３　第３条第１項に掲げる行為をする場合


